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『七大寺巡礼私記』 と言談

河 内 春 人

要 旨 『七大寺巡礼 私記』 は平安 時代後期 の巡礼 の記録 と して知 られ る。 これまで 『私

記 』の成立 については 『七大寺 日記 』『十五大寺 日記』 との関係か ら論 じられてお り,

それは著 者 として大江親通を認め るかとい う問題 に もつなが る。本稿ではそれを認めた

うえで,こ れ まで見過 ごされて きた観点 であ った 『私記』 に先行す る諸史料や言談の集

成 として捉え るもので ある。

そ うした引用のなかで も言談系情報 につ いて見 てみ ると,寺 内におけ る情報 と考え ら

れ る 「口伝」 「古 老伝」 等は重視 すべ き情 報 と して扱 って いるの に対 して,「 世人 云」

「或説」 な ど寺外で得 たと思 しき情報 につ いては否定的 なコメ ン トを付 してい る。 こう

した 『私記』の言談系情報 は 『七大寺 日記 』や 『十五 大寺 日記』 と比較す るとそれ らか

らの引用であ るケースも多 々見 られるが,そ の まま無批判に写すのではな く大江親通 が

巡礼時 に得た情報 に基づ いて再構成 してい る。 また,こ う.した言談系情報 は口頭 で語 り

つがれた ものばか りではな く,時 には典籍を根拠 と しなが らも口頭で語 られることによ っ

て言談化す ること もあ り得 るのである。

言談 には説話化 の前段階 としての性質 もあ る。そのケー ススタデ ィと して 『私記』 に

おける東大寺大仏塗金 の伝承 を検討 す る。 それ は宇佐神宮系 と石 山寺縁起系 の二系統 が

あ り,『私記』 における情報の集積が別 々の伝承であ った二つ伝承 を統合す る契 機にな っ

たと考 え られる。

キーワー ド:『七大寺巡礼 私記 』,『七大寺 日記』,大 江親通,口 伝,東 大寺大仏

は じ め に

言談史料 という場合,真 っ先に思い浮かぶのは 『江談抄』『中外抄』『富家語』『古事談』等

であろう。平安後期 に多 く著されたそれ らは,様 々な知識に通暁 している人物の話を書きとめ

て編んだものである。それは平安貴族社会において集積 ・様式化された故実を修得するための

ひとつの手段であり('),儀式を円滑に行な うために記 された 『西宮記』等の儀式書編纂の流れ

を汲むものであるといえる。

こうした言談史料はそれゆえに話 し手 も聞き手 も貴族である。そして,そ の関係は 「江談抄』

の大江匡房と藤原実兼,『 中外抄』の藤原忠実と中原師元,『 富家語』の忠実 と高階仲行のよう
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に,経 験や知識の豊富な長老とそれを得ようとする若者である。 しか し,そ うであって もそれ

は単に話 し手の方からの一方的な情報の発信ではなく,必 要な情報を引き出すための聞き手側

のスキルも重視されることが指摘されている(2)。たとえば小林保治氏は 『江談抄』における筆

記者藤原実兼の役割を高 く評価 している。

ところで言談史料のもうひとつの性質は,そ こに記された情報が説話化に向かうその前段階

に位置することがあるということであろう。特に,源 顕兼が編纂 した 『古事談』はそうした方

向性を強 くもっ ことが指摘 されている(%

ここでは言談における後者の性質に注 目したい。 この場合には言談が立ち現れる場は貴族ど

うしの対話に限る必要はないのではないだろうか。そこで取 り上げたいのが 『七大寺巡礼私記』

(以下 「私記』)で ある。『私記』には後述するように多くの典籍からの引用がなされているが,

それのみな らず口伝や古老からの伝聞等による情報 も記載されている。その内容は微細なもの

か ら長文にわたる縁起に類す るものまで様々であ り,殊 に寺社の縁起など説話性の高い記事 も

多 く,『私記』の関心の幅の広さを窺わせるものである。『私記』における伝聞情報を検討する

ζ,寺 院に蓄積された情報がいかにして説話化に向かうのかという問題が浮上 してくるのであ

る。本稿ではこの課題について取 り組むことによって,言 談の多様性を考えることとしたい。

1「 七大寺巡礼私記』の成立

平安期は仏教信仰の高まりによって諸階層において巡礼の気運が高まった時期である。僧侶

においては中国の天台山や五毫山,さ らには天竺を 目指す僧侶を多 く輩出 したω。その一方で,

異国に赴 くことができない院や貴族は熊野や摂津住吉,金 峰山,長 谷寺,南 都などに積極的に

巡礼 したことが知られる。そうした行為は記録され巡礼記 としてまとめられたが,そ のほとん

どが亡秩 して断片的に逸文を確認できるにすぎない。その中において 『私記』は全体像を確認

できる数少ない貴重な史籍のひとつである。

(通ヵ)『私記』は
その内題に 「七大寺巡礼私記 散位大江親 □ 」 とあるように,一 般には大江親通

の著作であると目されている。序文によれば

(前略)伍 去嘉承元年秋,趣 南都巡礼之,次 七大寺事,是 偏惜佛法陵遅故也,嘉 承之比,
(者力)諸寺多以頽殿

,白 繭以後已純計六年,其 間堂塔之破損彌以増盛 □ 欺,因 菰先年記勒之事,
(也力)

難有興,當 時巡禮之輩[コ 実[コ,{乃 保延六年三月十五 日,重 巡禮之慮,諸[=コ 及半

分,佛鰍 尽可罰 痛,抑堂舎[コ 齪 人,』各有縣 今所言己諾 澱 甑 而已,

爲普通人實以無益歎,

と あ る。 す な わ ち,
,親通 は 嘉 承 元 年(1106)に 初 め て南 都 に巡 礼 して お り,「 先 年 記 勒 之 事 」
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とあるように記録を残 した。そ して保延六年(ll40)に 再び南都に巡礼 した時に最初の巡礼の

時よりもさらに寺院が葦廃 しているのを見て 『私記』を記 したということになる。このうち初

度の巡礼の記録が 『七大寺 日記』(以下 『日記』)で あると概ね考えられてきた。後でふれるよ

うにこの点については異論 もあ り,現 在では著者の比定については見解が分かれている。ただ

し,『私記』が 『日記』から強い影響を受けていると見なす点は一致 しているといえる。そこ

で,『私記』に収載されている 「口伝」などの情報を検討する前に,本 節では 『私記』の成立

についていささか見通 してお くこととしたい。

まず 『私記』が史籍として現在に至るまでの経緯 についてみてみる。『私記』は大乗院にの

み伝来 していた孤本であるが,近 代になって菅政友の手に渡り,史 料編纂所が影写本を作成,

『大 日本史料』の編纂材料 として供 されるようになる。 ここに至 ってようやく斯界にその存在

が知 られるようになった。その後法隆寺の所蔵するところとなっている。

福山敏男氏によると第一綴 と第七綴の外側一紙が失われたと推定されてお り㈲,表 紙 と裏表

紙を含む紙が脱落 したことになる。なお,そ の年代について同氏は,尋 尊が享徳年間に著 した

菅家本諸寺縁起集は 『私記』の欠矢部を参照 しているので,そ の散失はそれ以後と指摘する。

『私記』の現況はかかる状態であるため末尾の部分 も現存せず,奥 書が確認できない。ゆえに

その書写伝来 についてはその詳細を明確にすることは困難である。

一方,『私記』との強い相関関係が想定される 『日記』は,奥 書に

建長七年九月下旬以或暉侶本書了

文字不審可校他本者也

隠士逸昌

とあ り,鎌 倉中期の写本であることがわかる。 しか し,『 日記』 もまた序文が欠けているため

成立時期と作者については不明にならざるを得ず,こ の点が初期の研究では主たる論点として

論 じられてきた。

『日記』について もっとも早 くに成立時期の見解を出したのが會津八一氏である⑥。氏は法

隆寺の建築物のうち金堂 ・五重塔 ・東金堂 ・南円堂 ・北円堂が揃 っていた時期と,『 日記』が

同寺絵殿の記事において建物を三間とすることからその成立時期を承安四年(ll74)～ 治承四

年(1180)の 間とされた。 これによれば 『日記』は大江親通没後(1151)よ り後の著作という

ことになり,こ の時点では 「日記』と 『私記』の関係はいまだ認知されていなかったといえる。

両替の関係を最初に指摘 したのが足立康氏であるω。『私記』の内容から序文に記す保延六

年の年代を信頼にたるものと述べ,ま た 『南都七大寺巡礼記』に見える 「親通之記」が 『私記』

を指すことを指摘 してその著者を大江親通とした。また 『日記』については會津説を駁 し,そ
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の成立について興福寺金堂の柱絵を画いた範舜の活動年代から康和五年(1103)以 後,同 じく

興福寺の大湯屋大釜の記事か ら永久五年(lll7)以 前であるとした上で,『 日記』と 『私記』

の類似点から 『私記』序文に記す大江親通の嘉承度の巡礼を記 した 「先年記勒之事」がこれに

該 当すると論 じた。この考えは荻野三七彦 ・福山敏男氏に引き継がれ⑧,通 説的見解として長

く支持されることになる。

一方,若 井富蔵氏は 『図像集』⑨所引の或記の文章が 『私記』と酷似 しており,か つ 『私記』

にない内容を含むことを指摘 した㈹。 そして,こ のことか ら現行の 『私記』は抄本であると

された。写本が一種しか残されていない 『私記』においてその原形を考察する上で重要な問題

を提起 したことになる。

戦後になると 『日記』『私記』が大江親通の二度の巡礼の記録であるという通説に対 して疑

義が提示されるようになる。たなか しげひさ氏は薬師寺金銅五重塔 ・西大寺興福院 ・招提寺羅

索堂等の記事における 『日記』 と 『私記』の矛盾に着 目し,さ らに 「妙云」 という記述か ら

『日記』は親通の著作ではな く妙□という尼僧の撰であると主張 したω。 それまでは両替の矛

盾 は二度の巡礼の時間的間隔が数十年に及ぶことか ら親通の思い違いによったものなどとして

説明されていた(12)。たなか氏が 「日記』の著者を尼僧 と想定 したことの当否は措 くとして,

両書における内容の齪齪はそのような印象論では片づけられないものであり,そ のことを明確

に したことの意義は大きいといえる。

田中稔氏は高山寺所蔵の聖教に宝治二年(1248)に 書き留められた 『興福寺南円堂不空羅索

等事』なる抄物があることを紹介 した(13)。そ して,そ こに引用されている 『十五大寺 日記』

が,『 私記』 よりも若井氏が指摘 した 『図像集』所引或記と文章的に一致するものであること

を指摘された。すなわち,現 行の 『私記』は若井氏の想定 したような抄本ではな く,む しろ或

記 と 『十五大寺 日記』がきわめて親近性の強いものとして理解すべきであり,そ の上で 『私記』

が 『十五大寺 日記』に依拠 しつつ編纂されたものであるとされた。 また,『十五大寺 日記』の

成立は保安年間を上限,『私記』の成立する保延六年(ll40)を 下限とする時期であるという。

なお,著 者についても田中氏は推測 としながら,『十五大寺日記』が大江親通の撰であり,『私

記』は親通に仮託 した典籍であると述べ られた。「十五大寺 日記』 という新たな史料の存在が

指摘されたことによって 「私記』の成立を理解するのに重要な提起がなされ,『私記』抄本説

は成 り立ち難 くなったといえよう。

以上,『 私記』の成立 と著者に関す る研究史を整理 した。古 くは嘉承度の巡礼で書かれた

『日記』に保延度の巡礼の記録を加味 して 『私記』が成立 したと捉えられてきたが,現 在では

『十五大寺 日記』の存在が重視されるものであり 『日記』と 『私記』の関係はそれほど強調さ

れなくなっている傾向にある。そ してそれは,新 たな課題を浮き上が らせ ることになる。『日

記』の成立年代の問題である。 もとより年代比定の根拠は主 として 『日記』の内容における仏
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像 や付 属 物 の 有無 に拠 って お り,そ れ らに よ っ て康 和 五 年 ～永 久 五 年 の 時 期 の 史 料 であ る と比

定 す る こ と は可 能 で あ る。 しか し,『 日記 』 を 親 通 の嘉 承 元 年 巡 礼 の記 録 と見 な す こ と はで き

な くな る以 上,『 日記 』 の成 立 を 嘉 承 元 年 と限 定 す る こ とは 困 難 に な ら ざ る を得 な い。 現 段 階

で 想 定 さ れ る三 書 の成 立 時 期 は,『 日記 』 が1103～1117,『 十 五 大 寺 日記 』 が1120～1140,『 私

記 』 が1140と い う こ と に な る。

次 に 『私 記 』 や 『日記 』 『十 五 大 寺 日記 』 に お け る 引用 関係 につ い て ふ れ て お く。 ま ず 『私

記 』 で あ る が,そ の 中 で多 彩 な 引用 が 目を 惹 く。 典 籍 の引 用,も し くは参 照 に お い て 題 名 の 明

らか な もの を ま と め る と次 の よ うに な る(正4)。

入道前大相国御修行記 類聚国史 大井御託宣記 帝王系図 東大寺流記 三宝絵 日本

名僧伝 霊異記 行基菩薩伝 元興寺小塔院師資次第略記 大安寺芥舞伝来記 婆羅門僧

正碑 真如親王伝 年代記 行教和尚記 仏法本記 聖徳太子伝暦 定心阿閣梨巡札記

鑑真和上伝 慈覚巡礼記

右の引用 ・参照書目はおおよそ①巡礼記,② 寺院関係,③ 僧侶伝記,④ 史書に分類することが

可能である⑮。仏教関係の書物が多いのは当然であるが,そ れ以外に史書を引用するのが特

徴 といえる。

これに対 して 「十五大寺 日記』は断片的にしか残 されていないことが惜 しまれるが,そ の中

で 「系図云」 として引用を行な っている。そこでこの 「系図」がいかなるものかということが

問題になる。『私記』にも 「帝王(皇)系 図」が引かれているが,『 十五大寺日記』所引の 「系

図」は藤原氏隆盛の由来を弘法大師が冬嗣に南円堂を作 ることを勧めたことに求めるものであ

り,内 容からして別物である。当該部は 『十五大寺 日記』 と 『私記』でもっとも大きく異なる

部分であ り,『私記』が 『十五大寺 日記』 を直接引用するのみではないことを示 している。と

まれ,こ こでは 『十五大寺 日記』が他の書物を引用す るものであったことを確認するにとどめ

ておく。

一方,『 日記』では書名を明示 しての引用は見当たらない。『日記』は冒頭に大仏殿碑文と銅

板勅書を抄録 し,ま た末尾 に行基菩薩伝を書き次いでいる。前者は 「七大寺修行要事大略」と

いう内題よりも前の部分に書かれている。後者についても法隆寺の末尾の部分を閾失 している

ことからすれば,『 日記』末尾の法隆寺条後半 が散逸 した後に付されたものと見なさねばなら

ない。すなわち,こ れらは 『日記』その ものとは切 り離 して考えるべきものである。要するに

「日記』は典籍を引用 しないという顕著な特徴を有 しているのであり,そ れは 『私記』の構成
'
と明 らかな違いを見せている。他の典籍にその叙述を依存 しないという意味では 『日記』の方

が巡礼における見聞の記録 としての性質を,よ り直裁的に示す ものであるということも可能で
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あろう。

ただし,そ れは 『私記』の史料的価値を低 くするものではない。『私記』は 『十五大寺日記』

や 『日記』をベースにした上で引用を多用する著述である。そのため親通 自らの巡礼によるオ

リジナルな文章という点では 『日記』等に比 して少ないか もしれない。 しかし,前 近代におけ

る著作の評価はそのような観点からなされるものではない。多様な情報の集積を一義的目的と

して設定 しなが ら価値判断をおこなうという作業を並立させる 『私記』は,重 要な著作として

同時代に受け入れられたであろう。そ もそも巡礼の記録である巡礼記は,円 仁の 「入唐求法巡

礼行記』や道長の 『御修行記』 に明 らかなように,日 次記の形式を取るものである。 ところが

『日記』「十五大寺 日記』『私記』はそうした構成をとらない。む しろ注釈書に近いものがあり,

そうした立場においては著者の役割は自らの解釈を声高に主張することではな く多様な情報を

集めることであり,そ の意味では 「私記』の著者 はかえ ってす ぐれていたといえるのではない

だろうか。田中氏は 『十五大寺 日記』を高 く評価 して相対的に 『私記』の価値を低 く捉えたた

めに,そ の著者についても 『十五大寺 日記』を親通の著作 として推定 して 『私記』親通撰を仮

託 と位置づけたが⑯,必 ず しもそのように把握する必要はないのである。

以上,『私記』を中心に 『日記』『十五大寺 日記』 との関係について整理 した。 これらの点を

ふまえた上で次第において言談情報についての検討に入ることとす る。`

H言 談系情報の伝来

『私記』において引かれるのは典籍ばかりではない。「口伝云」「古老云」「或人語云」「世人

云」という伝聞形の情報 も多 く記されている。このように語 られたことばを書き取って収載 し

た情報を言談系情報 として本稿では位置づけてお く。

まず 「私記』における伝聞形の引用についてまとめたのが論文末 に掲げた表である。これを

参照 しながら 『私記』 における言談系情報のありようを整理す ると,主 として四つに分類する

ことができる。

第一に 「口伝」とする形式であり,口 伝系とする。口伝系は 『私記』全体で三十九例を数え,

『私記』での伝聞情報としてはもっとも用例が多 く,そ の分布 も七寺全体に及んでいるσまた,

内容 も多岐にわたっている。たとえば東大寺戒壇院の額について 「弘法大師御筆」と述べたり

大安寺東塔柱絵を 「巨勢金岡筆云々」 とするように,簡 単ではあるが寺院の価値を高める付属

情報を記す例がある。また興福寺南円堂不空絹索坐像には 「頂上化仏者地蔵菩薩云々」 とする

ように,拝 観の際の解説にとどまるものもある。その一方で,興 福寺菩提院の記事では玄肪と

藤原広嗣の確執の因縁について長文で述べており,こ れは伝承 ・説話に近 しい内容を有すると

いえ る。 口伝においてその内容は多様であった。

第二に古老系がある。「古老伝云」が十三例でもっとも多用 されているが,「古老云」が一例,
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「古老口伝云」が三例あ り,わ ずかながら類似表現が確認できる。古老系は,東 大寺の大仏殿

井多聞天頭断落事において 「往古之時」,大 安寺東室跡では 「昔時」,西 大寺四王院四天王像に

「往昔」等とあるように,過 去に起 こった事象について紹介す るものとして記 されるという値

向を持つ。その内容は比較的長いものが多いが,説 話化するまでには至っていない。また,寺

内にある程度詳 しくないと知 り得ないと思 しい情報が語 られている。大安寺東霊跡の記事は短

文ながら 「古老伝云,昔 時以二間爲一坊云々」 と記 しており,古 老が寺の人間であることを示

唆す る。

第三に世人系がある。大安寺金銅阿弥陀仏光背 と興福寺猿沢池,元 興寺吉祥堂の記事に記さ

れている三例のみである。これ らの うち,大 安寺の金銅阿弥陀仏光背は仏像に即 した情報であ

るが,他 の二つは趣を異にする。元興寺吉祥堂では護命が凡僧か ら僧正にいきなり任命された

という伝承である。そ もそも護命の経歴を見ると天長四年(827)に 僧正に任 じられているが,

それ以前に延暦二十四年に大法師位にな っており,こ の伝承は事実ではない⑰。なお,こ れは

護命僧正等身坐像の付属情報として記されているが,モ ノとしての坐像に係る情報ではなく護

命がいかなる人物であったかということに比重を置いたものであ り,口 伝系情報とは異なる。

また,猿 沢池条における記事は薬子の変の際に平城の后であった伊勢継子が入水 したという伝

説である。ただし継子 は高岳親王の母であったが妃の地位にとどまるものであり,入 水 したと

いうこと自体 も事実 とは認められない。事実関係において誤 りが多 く,興 福寺に直接関連する

モチーフでもない。類似の伝承としては 『大和物語』における采女入水諌が挙げられ,そ の伝

承が変容 した可能性がある(18)。古老系が寺内の伝聞を言談 として書きとめた可能性を先 に述

べたが,そ れに対 して世人系は 「世人」というように明らかに寺外 における伝聞を記 している

といえよう。

第四に 「或人」「或人語」「或説」等 と記される伝聞情報がある(19)。「或人」 が四例,「 或人

語」が二例,「 或説」が三例 ある。量的にはそれ程多 くな く,ま た匿名性が高いという特徴が

ある。内容的にも寺に関する記事もあればそ うでないのもあって統一性が見られず,個 別の伝

聞を 「或」として表 したと理解できよう。

こうした伝聞形態の情報の相互関係について親通はいかに考えていたのか。それを窺わせる

箇所を見ておく。東大寺大仏殿条の柱の項目がこの問題に関わる記述をしている。

或人云。件柱我有聞事。往昔之時(中 略)凡 此柱事不惑縁起。只口伝也。傍或説多虚実少

歎。

この条の中略部分には東大寺大仏殿の柱の由来について,大 仏殿造営の時に漢土か ら柱が飛ん

できたが大きさがあわず恥 じて飛び去ろうとしたところを捕縛 したという伝承に,『今昔物語』
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で知 られる久米仙人の説話が合わさって記されている。或人が語った内容は縁起に載 ってお ら

ず口伝のみが伝えられているとした上で,或 人の話は虚が多 く実が少ないとしている。 これら

の記述は親通が典籍のみならず識者か らの聞き取 りを していること,さ らにそれを鵜呑みにす

ることな く批判的な視角を持ち合わせていたことを示 している。

そ して,そ れは 『私記』全体 にわたるものであ り,伝 聞形の記載の際には引用のみに止まら

ずそれに対するコメントが付されることがあるという特徴として表れることになる。数例を挙

げると,東 大寺大仏殿の荘厳雑具の条では,

或説。燈櫨者興福寺東金堂之物云々,或 云七宝増増云々。可尋之。

として或説の解説について詳 しく調べるべきとの見解を述べている。他にも 「子細可尋」「実

説可尋」といった似たコメン トが 『私記』には散見する。 さらに大安寺の金銅阿弥陀仏像光背

には

世人云。薬師如来云々。是尤非也。

とあるように明確に否定する場合もある。この他肯定的なコメントも見 られるが,全 般的には

疑問としたり引用 した伝聞を否定するコメントが付されているといえる。

『私記』に記されるコメン トにおける分布を見ると,「世人伝」と 「或説」に対 してはほとん

どに付されていることが看取できる。「世人伝」は寺外の情報であり,「或説」は個別の伝聞で

あると見なしたが,そ うした情報に対 して親通はきわめて懐疑的であったといえるのである。

逆に 「口伝」「古老伝」にはコメントはほとんど付 されておらず,き わめて対照的である。

このように 『私記』における伝聞情報は,引 用とそれに対するコメントというかたちで成立

する。はじめに述べたように,言 談とは単に発信者の情報を一方的に受信者が書 き取るだけで

はない。『江談抄」の藤原実兼のように受信者が発信者に質問を投げかけることでさらに適切

な情報を引き出すということもあり得た。言談の成立においては情報の発信者 と受信者の関係

は一方的ではな く,む しろ双方向的であることが意味を持つと評価することができる。そ して,

『私記』においても伝聞情報 に対するコメントというかたちで双方向性が表れるケースがある

とい うことがいえるのである。『私記』においては受信者側の発問が発信者 に届かないという

点において双方向性といっても限界があることは否めない。 しかし,聞 き書 きに対する反応が

あるという点 こそが,前 節でふれたように 『私記』が注釈書的構成をとるにも関わらず,言 談

性を有す ると判断できる根拠で もある。

ところで,『私記』が 『日記』『十五大寺 日記』をベースにしていることは くり返 し述べてき

98



『七大寺巡礼私記』と言談

た。そこで子細に比較 してみると,言 談系情報 もそのまま引用 している箇所が幾つかある。こ

の点について論及 しておく必要があろう。

まず 『日記』か ら見てお く。『日記』には伝聞形の情報は 「口伝」二例,「 古老伝」三例,

「世人伝」六例を見ることができる。『私記』 と比較すると,全 て合わせても十一例であり 『私

記』に及ばないが,「 口伝」や 「古老」か らの聞書きが少な く 「世人云」の割合が過半を越え

るとい う違いがある。なお,『 日記』 にもこれらの情報に対 して 「可尋問」等のコメントが付

される例があるが,『 私記』で 「世人云」と 「或説」に集中的に偏っていたような偏差は見 ら

れない。『日記』では古老の情報を尊重 したり,逆 に世人からの伝聞に批判的であるという傾

向は看取できない。

『日記』 と 『私記』の言談系情報が対応するのは十例あるが,こ のうち 『日記』 口伝→ 『私

記』 口伝,古 老→古老,世 人→世人 として発信者が変わらない例は五例に止まる。これらでは

情報が短文であることもあり判断 しづ らいが,概 ね文章的にも一致 し影響を受けていると思わ

れる。 これに対 して残る五例は 『日記』においては 「世人」 と記されるが,『私記』において

は 「口伝」 とされている。 こち らは文章的に一致 しているとは見なしがたい。すなわち,『私

記』は 『日記』における情報を知 りながらもあえてそのまま採用することはしなかったのであ

る。その理由は 『私記』における世人の言談に対する不信に基づ くものであろう。親通は寺院

関係者の口伝を再調査 して 「口伝云」として 『私記』に掲載 したのではないだろうか。 このよ

うに考えると,『 日記』か ら 『私記』への言談系情報の継承は批判的に行なわれたと評するこ

とができる。

次に 『十五大寺 日記』について検討する。『十五大寺 日記』逸文には口伝三例,古 老伝一例

を確認できる。 このうち口伝は若干の字句の異同があるものの,文 章的にも同一と見て差 し支

えないであろう。『十五大寺 日記』の口伝はそのまま 「私記』において も口伝 として掲載され

たといえる。一方 『十五大寺 日記』の古老の言談については 『私記』では削除されている。こ

の箇所 は藤原氏の隆盛について冬嗣が弘法大師よ り教示を受けたという内容であり,「古老伝

云」だけでな く全般的に 『十五大寺 日記』と 『私記』で違いが見 られる。こうした改変 ・削除

がいかなる理由に基づいてなされたかは不明であるが,『 私記』は必ず しも 『十五大寺 日記』

をそのまま引用するばか りではな く,時 に別の情報によって改めることがあり,そ れは言談系

情報にも及んでいたということになろう。親通は 『日記』の情報を批判的に継承 したと述べた

が,同 様の態度を 『十五大寺 日記』にも向けていたのかもしれない。

以上をまとめると,『私記』 に載せ られた言談系情報 は親通が巡礼時に直接聞き及んだこと

ばかりであるとは限らず,『 日記』や 『十五大寺 日記』か ら引き継いだ情報 も多々あると見て

おくべきであろう。 しか し,親 通は 『私記』編纂にあたってそれらを無批判に採用するという

ことはなく,巡 礼時に得た情報に基づいて再構成 しそいる可能性が見て取れるのである。
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『私記』における言談系情報 は多 くが 『日記』『十五大寺日記』の影響を受けていたとして,

それではそもそもそうした情報は口頭でのみ寺内に伝えられた り,あ るいは世上の風説 として

語 り継がれてきたのだろうか。 この点を考える上で興味深いのが田中稔氏の指摘である。氏は

『東大寺要録』における次の記事に注目された。

又寺僧傳云。天慶之比有平将門。謀危国家兵革元絶,公 家爲免其難祈請此寺。神像已隠廿

鯨 目寺家称怪異,屡 経奏聞。疑戦之不利,彌 以恐怖。不経幾日像已立本檀之跡。見其天冠

之錺,右 方已鉄落。又其見湿如流汗。現爲賊被射損之相也。依此祥異遂昊将門之首。云々。

載白川院高野巡行之日記。(巻四)

「寺僧傳云」 という伝聞記事でありなが ら末尾に 「白川院高野巡行之日記」が典拠として示 さ

れていることか ら 「本書撰者の直接の伝聞記ではな く,他 書よりの引用であることを示 してい

る」 と論 じた⑳。重要な指摘であるが,高 野巡行 日記からの引用であればわざわざ 「寺僧傳

云」 とする必要はない。むしろ 『要録』著者が寺僧から伝聞 したことに対 して高野巡行 日記に

おいて同内容の伝承があることを確認 したことによって右のような書き方になったのであろう。

『要録』にはもうひとつ同 じような書き方をする箇所がある。

又相伝云。良弁僧正弥勒菩薩之化身云々。見八嶋寺記云々。(巻一)

書老の伝える伝承と同 じ内容が八嶋寺記にも見える旨が記されている。これ も 「寺僧傳云」 と

同様に伝聞情報を書籍で確認 したということになろう。

これを要するに,言 談とは口頭で伝えられてきたことが書き止められることのみではな く,

書籍の内容を話 し手の解釈を交えて語 ることによって再生産されることもあるということであ

る。そうして語 り継がれたもののまとま りとして 『私記』は成立 し,そ して 『私記』 もまた典

拠 となって利用されていくことになる⑳。

皿 東 大 寺 大 仏 黄 金 説 話 の 検 討

前節では言談系情報についての 『私記』全体の傾向と,『 日記』『十五大寺 日記』 との関係に

ついて総括的に述べた。本節では見方を変えて,『私記』東大寺条に収載されている 「一,奉

塗滅金事」の伝承の形成過程を言談情報という観点か ら分析 してみたい。

いささか長文になるが全文を掲出する。

A)B)(欲 ヵ)

縁起云。天平腸宝四年震三月十四日始奉塗滅金。大井御託宣記云。期 交易砂金爲遣使者於
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唐国,天 平十八年立勅使令祈請之 日,大 神託宣日。勿追使。所求黄金我将出此土者。愛従
C)

陸奥国献黄金,其 内百廿両奉干神宮云々。古老傳云。聖武天皇難奉鋳大仏,此 朝之内自本

無黄金,不 能塗飾。{乃勅良弁僧正令祈請金峯山蔵王之剋,蔵 王夢中示僧正日。此山金者依
(使力)

期慈尊出世難宛 仕 用,至 我者只守護許也。近江国志賀郡勢田南有一少山。臨水辺有大巖

石。是則大聖垂跡多利衆生之処也。到其地令祈請者必黄金出来歎云々。夢畳即到彼山尋大

巖之処,老 翁居件巖上垂釣捕魚,其 傍有小巖繋船。僧正奇問去。汝誰人乎。答云。我是当

山地主比羅明神也。此処観音垂跡多利衆生者也。如此答示了,翁 即不見　。僧正件巖上忽
(庵ヵ)

結草 療,安 置大聖如意輪観音金銅二腎之像,三 七 日之間修如意輪秘法。其後不軽蔑月,

出羽陸奥両国之内堀出砂金之由進国解。又従下野国始貢金。彼砂金堀出之 日月当僧正行法

之時,傍 改元号天平勝宝云々。件巖石上之堂者石山寺是。東大寺末寺也。帝王系図同之。

上掲の記事は構成としては三つに分けることができる。A縁 起の引用部,B大 菩薩御託宣記の

引用部,C古 老の言談部である。 このうちA部 は日時を示すものであり,こ こでは特に問題

としない。

B部 は日本では大仏に塗金すべき金がないため遣唐使を派遣 して金を得ようとする話である。

これについては石井正敏氏の簡にして要を得た研究がある(22)。内容としてはB,金 を求めて遣

唐使派遣計画が立てられるらB2宇 佐神宮に祈請の使者が派遣される→B3日 本か ら金が出土す

るので派遣の必要な しとの託宣が下 る→B4陸 奥か らの賃金→B5宇 佐神宮に百二十両を奉納す

る,と いう経緯を経る。

これに対 してC部 では遣唐使のことは一切出てこない。内容は,C童 聖武が大仏 に塗るべき

金がないため金峯山に祈請する→C2蔵 王か ら金峯山の金は提供できないが代 りに近江勢田の

地を教える夢告がある→C3指 示された地において地主比羅明神との対話→C4同 地 に如意輪観

音を安置する→C5陸 奥等から貢金,と いう展開である。

B部 とC部 は基本的には相容れない箇所を含む。金を求めて遣唐使を派遣するならば国内

において金の出土を祈請する必要はないからである。すなわち,BとCは 系統の異なる情報

であるといえる。BはB4に あるように宇佐八幡系統の伝承,Cは 如意輪観音を安置した場所

が石山寺になるという縁起になっているので石山寺系統 とひとまず位置づけてお く。

次にそれぞれが成立 した年代について見てみる。Bで は年記上 もっとも古いのは弘仁十二年

(821)八 月十五 日の太政官符である(2?)。

(前略)又 爲買黄金将遣使於大唐。即託宣。所求黄金将出此土。勿遣使者。愛陸奥国献黄

金。即以百廿両,奉 干神宮。
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とする。本史料 は 『東大寺要録』収載 ということでその年代 については慎重を期すべきである

が,平 野博之氏の研究によって信頼性が高いと推定される(24)。その内容 も,B2の 派遣前の祈

請部分のみないが,他 は文章的にもきわめて類似 している。 また,承 和十一年(844)に 成立

した宇佐八幡宮弥勒寺建立縁起にも

(前略)又 同料爲買黄金欲遣使於大唐。於是遣朝使於神宮。即託宣日。所求黄金将出此土。

勿追使於大唐。袋陸奥国献黄金。一書日。天平廿一年二月廿二日丁巳,陸 奥守百済王敬福奏,黄

金出部内小田郡即進九百両云々。即以百二十両,奉 神宮　。号黄金御躰,毎 年正月弥勒寺修正之

時奉渡干寺家令警躍。神官等供奉之,宛 如御行　。`

とほぼ同内容の記述がある。 この史料 も成立について疑義が呈されたことがあったが,平 野氏

の研究 によって㈱ 肯定的に捉えてよいだろう。本史料では弘仁十二年官符にはなか ったB2に

相当す る部分が確認できる。石井氏は八幡宮への遣唐使の無事祈請が行なわれるようになるの

は承和五年(838)か らであると指摘 されたが(26),縁起ではその事実を反映 してB2が 付加 さ

れた可能性 も想定できよう。

このようにB部 の伝承は官符 という公的な史料に基づいて九世紀に'は形成されていたもの

であるということができる。

一方 ,C部 に類 した先行す る史料 としては永観二年(984)に 成立 し,尊 子内親王に奉呈 さ

れた 『三宝絵』を挙げることができる。

大 仏 ア ラバ レ給 日,堂 塔 イ デ キ タ リヌ ルニ,此 国 モ ト金 ナ ク シ テ ヌ リカ ザ ル ニ ア タ ハ ズ。

カ ネ ノ ミタ ケ ノ蔵 王 二折 申 サ シ メ給 。

今 法 界 衆 生 ノタ メ ニ寺 ヲ タ テ,仏 ヲツ ク レル ニ,我 国金 ナ ク シテ此 願 ナ リガ タ シ。 ツテ

ニ キ ク,此 山 二金 ア リ ト。 願 ハ 分 給 へ。

ト祈 二,蔵 王 シメ シ給 ハ ク,

北 山 ノ金 ハ 弥勒 ノ世 二 用 ル ベ シ。 我 ハ只 守 ル ナ リ。 分 ガ タ シ。 近 江 ノ国 志 賀 郡 ノ河 ノ ポ

トリニ,昔,翁 ノ居 テ 釣 セ シ石 ア リ。 其 上 二 如 意 輪 観 音 ヲツ ク リテ ス エ テ,祈 り行 ナハ

シメ玉 へ 。

トア リ。 ス ナハ チ 尋 求 ル ニ,今 ノ石 山 ノ所 ヲエ タ リ。 観 音 ヲ ツ ク リテ 祈 ル ニ,ミ チ ノ 国 ヨ

リハ ジ メテ 金 出来 ヨ シ ヲ 申 テ タ テ マ ツ レ リ。 ス ナハ チ年 号 ヲ改 テ 天 平 勝 宝 ト云 二,(後 略)

『三宝絵』ではC3部 が見えず逆に祈請の内容が判明するものの,蔵 王の登場,慈 尊=弥 勒信

仰と金,近 江志賀郡への如意輪観音安置など重要な話の構成要素はほぼ一致する。ここで注 目
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すべきは 『三宝絵』が和文体であるということである。『三宝絵』には下書きが存在 しそれが

漢文であった可能性が指摘されている⑳d成 立を考える上で重要な指摘であるが,成 立後は

それが和文として流布 したであろうことは疑いない。石山寺系の伝承は十世紀の段階で和文も

しくは語 りを前提とする形態をとるようになっていたといえる。

次に史料上表れるのは 『東大寺要録』縁起章である。

或日記云。(中 略)即 歎此国鍛金,祈 請金峯大井云。今爲法界衆生,朕 爲知識,造 梯立寺。

我国無金不能塗。此山純是黄金也。願賜少分。蔵王示云。此山金者非我進上。富来弥勒出

世之時,此 金可用。吾是守護許也。但近江国志賀郡,河 辺巖上有漁翁。居於巖上,即 造如

意輪観音像。安置其上可令祈者。天皇遣良弁僧都,如 示祈之。干時自陸奥国黄金出来。傍

改元天平勝宝。其間多有奇妙之事,不 能委記云々。

これ も構成は 『三宝絵』に近い。 ここでは 「或 日記」の引用 となっているところが目を惹 く。

『要録』では 「或日記」に依拠する石山寺系伝承が,『私記』では 「古老傳云」 となっている。

前節での推定を敷桁すれば 『私記』は東大寺の古老にこの情報を聞いたものと思われる。すな

わち,十 一世紀初頭段階では 「或 日記」を根拠とするものであったが, .それが言談の過程で書

籍から口頭へというベク トルに変換 した可能性がある。

とはいえ,『私記』が 『十五大寺 日記』をベースにしていることも鑑みる必要がある。その

場合で も 『十五大寺 日記』の成立 は 「要録』 よりも後なので,「 或日記」が 『十五大寺 日記』

ではありえない。そうすると,『十五大寺日記』 よりもさらに先行する史料 として 「或 日記」

が存在 していたことになるが,そ の場合でも 『十五大寺日記』が 『私記』とほぼ同文である以

上,大 筋はともか く細部の展開に異同があることになる。そうした異同の出現に書籍か ら口頭

へ,そ してそれが再び記録されるという言談のあり方が反映 したものと考えることが可能であ

る。

ところで石山寺系の伝承の成立はどれ くらいまで遡 り得 るか。石山寺の開基に関わる内容を

含むものであるが,石 山寺の成立についてはその初期は不明な点が多い。石山寺が天平宝字五

年以降に造石山寺所によって大規模化するのは保良宮の造営と関わるものであったことが瀧川

政次郎氏によって指摘 されている(28)。それ以前についてはわずかな堂や倉があったにすぎな

いという(29)。特に 『私記』において古老が東大寺の末寺であることを強調する一文に着 目す

れば,造 東大寺司被管の造石山寺所 という関係が影響 した以降 ということになる。また,金 峯

山の蔵王について延喜の頃までは遡 り得 るという(3D)。この時期には石山寺が延喜十六年(916)

に宇多法皇の参詣を被 っており,以 後巡礼の対象として重きをなすようになる。断案とはな し

がたいが,こ の時期に伝承の基本的構成が形成されたのではないだろうか。そして,そ れは東
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大寺側の伝承 として永 く伝えられていたのである。保立道久氏はそこに摂関期から院政期にか

けての東大寺一金峯山一長谷寺という黄金イデオロギーを見出しているω。

B部 が官符を もとに形成された伝承である一方,C部 は東大寺と石山寺の関係の中で伝え ら

れてきた全 く別個の伝承であった。『私記』はそれを大仏塗滅金伝承として併記 したのであり,

そのうち石山寺系の伝承が 『私記』において言談のひとつとして記されるに至ったといえる。

なお,『私記』以降にこの伝承はどうなるか。『扶桑略記』を挙げてお く(32)。

或記云。東大寺大仏料爲買黄金企遣唐使。然宇佐神宮託宣云。可出此土。世傳云。天皇差

使於金峯山,令 祈黄金之時出　。託宣云。一云。入夢。我山之金,慈 尊出世時,取 可用。

但近江国志賀郡瀬田江辺,有 一老翁石座。其上作観音像,敬 致祈請。黄金自出焉。傍訪求

其処,安 置如意輪観音像。今石山寺是也。沙門良弁法師祈誓件事。其後不歴幾 日,従 陸奥

国献金。件金先分百廿両,奉 宇佐神宮。

こ こで は そ の 内 容 構 成 は 「或 記 」 と 「世 傳 」 に分 け て記 載 され,『 私 記 』 の よ う に併 記 に見 え

な く も な い 。 しか し,内 容 構 成 を 整 理 す る とBl→B3→Cl→C2→C4→B4→B5と い うB部 の 中

にC部 が 入 れ 子 に な る形 で 話 と して の統 一 性 が 図 られ る よ うに な って い る。 『私 記 』 が両 説 併

記 に 止 め る 見 識 を示 した の に 対 して,『 扶 桑 略記 』 で は そ の統 一 化 に よ って説 話 化 す る過 程 を

看 取 で き る の で は な い だ ろ うか。

お わ り に

本稿では貴族間ではない言談のあ り方として,場 としての寺院に注 目して 『私記』を素材と

して論 じた。かかる方法論が言談研究において寄与するところがあるとすればこれに勝ること

はない。

なお,東 大寺塗滅金説話は言談的視角 とは別にさらに検討する必要があると再認識 した。そ

れについては稿を改めることとしたい。諸般の御批正を願 う次第である。
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七大寺巡礼私記
寺 院 堂 舎 項 目

形 態i本 文iコ メ ン ト

1 東大寺 大仏殿 柱絵 口伝i恵 理僧 都筆跡云 々i
…

2 光井化仏丈尺 口 伝i須 弥 炎 仏 像 者 周 丈 六 云 々i
I

3 荘厳雑具 或 説i燈 炉者興福寺東金堂之物云々,或云七宝塔壇云々i可 尋 之:.

4 厨子扉絵 口伝i金 岡筆云々i
:

5 柱 。伝i雌 都 購 層之剋 存糧 之駄 爲当期..…

6 柱 或 人i件 柱我有聞事…只 口伝也i
…

7 上層中心 口伝i弘 法大師御筆云々i

8 銀堂 盧舎那仏仏堂 口伝i依 安銀仏像名鐘堂 件像過半爲盗賊被穿取云々i

9 絹索院三昧堂 修二月行法事
…

口伝i毎 年二月朔日開当院宝蔵 昇出小厨子置本仏前之…i

10 執金剛神 口伝i将 門謀叛之時,依 公家之祈祷彼反作蜂飛行車中…i

ll 闘伽井 口伝i件 井自本無水,畳 石之後,天王命良弁僧正令祈給…i

12 荒室房 荒室房
印

口伝i往 昔止住之輩 爲天魔悪鬼,或 狂乱或頓死…i

13 東小子房門下 i件石者本元興寺之石也 僧正独持来敷給云々i

14 荒室房 或説i件 石者金峯山御在所之石也餉 之次荷持所埋也云・i実 説可尋

15 戒壇院 額 口伝i弘 法大師御筆i

16 六重金銅塔 口伝i此 塔下埋聖武天皇御骨云々i

17 六重金銅塔 或人i仏 語南向戒師教授師掲磨等諸師所烈坐也…i

18 礼盤 口伝i件 礼盤之上不安仏像,又 僧徒不登,敬 之如仏i
:,

19 礼盤 或人i件 座自本錐不安仏像 皆是菩薩料所烈震也…i

20 不審堂 不審堂 。伝i受 戒之 後 戒者始 自期 限一百e此 所 修行fit,,...可 尋 之

21 大仏鋳造 大仏 口伝i自 是以前七箇度依不錬成,至第八度令太上天皇下勅請一万僧…i

22 塗金 塗滅金 古老伝i聖 武天皇難奉鋳大仏 此朝之内自本無黄金,不能塗師 一i

23 大仏頭等断落 多聞天 古老伝i往 古之時,北方天頭落破損 其時有仏師,其名云日Q.:.
,:

24 建 立縁 起
(金 鷲 行者) 金鷲行者 口伝i件 行者宿住根本椙,今在大仏殿東山中,彼木星霜多積一1

25 金鷲行者 口伝i金 鷲行者者近江国粟津人也 其母見奇夢之後 遂以有身…i

26 大安寺 金堂 金銅阿弥陀仏光背 世人伝i薬 師如来云 々i是 尤非也

27 東塔 東塔内柱絵 口伝}巨 勢金岡之筆云々ii脚
28 東霊跡 東霊跡 古老伝i昔 時以二間爲一坊云々i

29 行教和尚坊
印1

口伝i八 幡石清水之根本是也,抑彼和尚者大納言紀古佐美之一門云々i脚1
30 四面門額 四面門額 古老伝i此 寺四面築垣之中心各大門,毎門名号如此云々i余 嬰莞藻

31 建立縁起 建立次第 口伝i中 天竺舎衛国祇園精舎者,学於兜率天魔尼殿造之,…i

32 西大寺 金堂 建立次第
1,

古老伝i天 皇自本欣兜率敢無他想…天皇臨彼朝令往生兜率已如夢告i

33 堂瓦 口伝i斯 堂瓦者青甕也 而貞観旱魑之時皆悉消滅流落了…i3i

34 食堂 ii
::

35 四王院 四天王像 古老 伝i此 四天像奉鋳之間,数度依不成 孝謙天皇歎息宣云…i

36 四天王像 古老 伝i往 昔天下旱越聾渠下之田,無一滴之水,皆以 乾損…i
I,

37 興福寺 東金堂 十二神将 口伝i新 薬師寺像也i

38 宮毘羅大将宝殿 或 説i正 了知 大将 云 々i実 説可尋之

39 五重塔 }i
::

40 大湯屋 i『i
,1

41 西金堂 観音像 口伝i往 昔之時,此寺小児等不止住 僅難留学未及壮年必以分散…i
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『七大寺巡礼私記』と言談

七大寺日記 十五大寺日記

形態 本 文 コメ ン ト 形態i本 文iコ メ ン ト

口伝 柱絵恵理僧都之筆也 ii
l:

口伝i契 套饗之像煮 周丈i護馨霧轟 轟 讐葦

ii
::

世人伝 金岡筆云 々 但開見事甚難有云々 ii
l:

ii
l,

ii
.:

口伝 弘法大師御筆云々 未 聞実説,物 語許 ii
l,

ii
…i

世人伝 将 門 合 戦 ノ剋,書 ノ
左 ノ髪 衣 … ii

,:

世人伝 依 聖 武 天 皇 御 祈 言青.
明`神出 給 香 オく云 々

ii
:

ii
「

世人伝 需福歪姦智露再粟:.. ii
:i

ii

ii
Il

ii
::

ii
ii、:

ii
,:

ii

}i

ii

ii
ii

ii
Il

ii

i.i
ii

:

i…
ii

古老伝 大 安 寺 者 四方 門・各有
額.… 可 聞実 説 云 々 ii

ii

ii、:

ii
:

…i
ii

ii

i;
P}

ii

}}
ii

:「

ii

ii
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七大寺巡礼私記
寺 院 堂 舎 項 目

形態i本 文iコ メン ト

42 興福寺 西金堂 銀尺迦立像 ・伝i鷲 鷺 離 漿 卿 馳 鋤 僧正入唐i

43 波羅門立像
ii

口伝i僑 陳如婆羅門影云々i

44 南円堂 不空羅索坐像
i,

口伝i頂 上化仏者地蔵菩薩云 々i子 細可尋
::

45 八宗祖師影像 古老伝i縦 難 之轡 自騨 併所図留給也i

46 建立
幽

古老伝i羅 獺 羅 舗 襲 鯉 爲安置不空絹i

47 建立 ・伝i囎 欝 雲勢 儲 口大明神御使交彼i葵鶏 糞

48 建立次第 ii
::

49 桜 桜樹
i此桜一切桜花散之後,始 以 開敷,是 爲奇特i古伝
i云 々:

50 桜樹 或人i離 離 磐 和歌集 故人見卯月桜花詑 羨露 髄

51 三箇勝 三箇勝
i山階寺之本仏者,丈 六尺迦像也,普 天智天i口伝
i皇御宇之時,…i

52 寺辺霊所 龍穴跡 口伝i融 佐保殿下云々iI唱

53 猿沢池 世人伝i甜 蕪 講 衆 曇倉戦之時 平城天皇之i

54 猿沢池 i桓 武 天 皇 有 三 人 皇 子,第 一 太 子 く平 城 天 皇i口伝
第 二 〈嵯 峨 天 皇 是 也 〉 …:i是也 〉,

55 菩提院 古老伝i繧 縢 麟 霜 害之後潟 朝之剋漉 入i

56 菩提院 ・伝i縞 擁 轡 怨之因縁教 範 抑少弐広i

57 元興寺 金堂 半出彫刻十二神将 ・伝i以 醐 之絵様造立云・i

58 中門 観音 ・伝i露 等鰹 芝青日空観 護 鯵 寺之間・i

59 吉祥堂
::

世人伝i此 僧正者自凡僧只一度補任僧正云々i実 説可尋之唱1

60 招提寺 金堂 千手観音像 ・伝i件 化人名竹田左古女云・i

61 宝蔵 舎利塔大刀 口伝i和 尚帰依之余令敵船云 々i
:

62 醍醐味泉 或人語i高縫 難 壁 蝶 有温室之鼠 其沐浴之i

63
建立次第
(鑑真) 鑑真渡日 古老伝潮懸 羅 穆 謹 製 礁 鶴 醗 最i

64 薬師寺 金堂 三尊
…

口伝i持 統天皇之所造立給也 云々i
I

65 建立次第 老曜 凝 議 叡 籔 発願腱 立也 承永和尚i

66 万燈会 或人語i鑛礁 貯 薄 霧 鵬 嚢 手麗 燈i

67 道長巡礼 釦 伝灘 デ零去羅 給杢相国入道殿下御修i嵜羅

68 東院 ・伝i欝 常常 灘 難 騨 別当e私 之i

69 法隆寺 (落丁) 地蔵菩薩立像 老曜 縷 騨 陀山地講 薩 手白下斧所造立給i

70 八葉蓮花形塗壇 ・伝i永 興+禅 師爲修賭 漸 塗云・i

71 講堂 丈六薬師坐像 ・伝i讐 齢 齢難 霧 馳 懇 殊馳i

72 五重塔 鐘盤下鎌 古老1爲 防雷 難也云 々i
::

73 上官王院 上官王院 古老伝i羅 軽羅 麸:・雛 査騨 爲加脆 褒帳i子細 尋之

74 …i
:1

※堂舎 の分類 は荻野三七彦氏 の解題 に拠 った(注8参 照)。
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『七大寺巡礼私記』と言談

七大寺日記 十五大寺日記

形態 本 文 コ メ ン ト 形態 i本 文i コ メ ン ト

… …

… …

口伝 …
;云 々
頂上化仏者地蔵菩 薩i

,

i i

…
…
,

口伝 …

…

件老翁者率川明神也 而爲春i

日明神郷使交彼人夫詠此句云1
此 寄 両 様,一 定可'尋 也

古老伝 i甚灘灘 鷲 鼻異i
…

:

i i

; i
}
1

i

i …

i i

i i

i i

i
,

i

…

,

世人伝 只一度僧正被補云 々 可尋問 i i

世人伝 千 手 観 音 化 人 造 也,
名 タ ケ タ ノサ コ メ i i

i i
,

i ;

i i

i
.

i

i i
…

i …

i

i
i
:

…
}

i

} …
,

i
…

…

i i

古老伝 爲防露難云々 可尋問実説之 i i
i i

古老伝 金堂西又有南 北横 坊
之礎跡 …如是 等坊 跡

古老伝説如此,能 々
可尋聞之

…
.

i
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Statementsinto"S雇o雇4α 碗 ブπη勉s雇 々ゼ"

KOUCHIHaruhito

"S配cん 堀 切 『ぎブπη短s配 島式itisknownasarecordofapilgrimageofthe施 ∫απera

latterperiod.Itisdiscussedaboutformationof℃ 屠oん 掘 α顔 ブ槻 ㎎fsん 謝"tillnowby

relationwith"S痂c痂d4溺 ハ硫 勉"フ 包go4α 顔1V冨 角々慌anditisconnectedinaproblem

whetherrecognizeanauthorityofOθparentasanauthor.Iarrest"S配c配d吻'∫ ゴπη碗

s配 々ゴ"whichwasapointofviewthathasbeenoverlookedascollectionofmanyhistori-

calmaterialsandstatementstogoaheadoftillnowafterhavingrecognizeditbythis

report.

IspreadwhenIgotitin"people'stalk""one'stalk"outsideofatempleandrefercom-

menttobenegativeaboutinformationwhereasItreatitastheinformationthatinforma-

tioninT27とzzκ ん乞and``alearningthroughthegrapevine"``agedpersonbiography"

thoughtaboutshouldmakemuchofwhenItrytowatchitaboutstatementsinsuch

quotation.Whenstatementsofsuch『S励 鰯 吻fブ πη漉sん 漉 乞"comparesitwith"S耽 ん∫一

dα 班 ハ硫 勉"andフ 加go4α 碗 ハ疏 々慌manyisseen,butitisbasedontheinformationthatan

authorityofOeparentgotatthetimeofapilgrimagenotwhatIjustcopyintoaccepting

uncriticallyandconstitutesthecasewhichisquotationfromthemagain.Inaddition,

therecanbethethingthatsometimesIamoral,itistoldclassicalbooksasgroundsas

wellasthethingwhichItellsuchastatementorally,andwaspoured。

Thereisapropertyasastageinstatementsbeforethenarration,too.Iexaminetradi-

tionofAgreatstatueofBuddhaofT亡)dα 房 ∫Templewhichdidgoldleafin"aprivate

record"asthecasestudy.Asforit,thereareUsamajorshrinesystemandtwosystems

pro一 奮 ん勿 α初 α一4θηTempleomen,anditisthoughtthatitwasitinanopportunityinte-

gratingtwotraditionthatwasthetraditionthataccumulationofinformationin``apri-

vaterecord"isseparate.

Keywords:"S配cん 昭 α勿'2ブππ紹 ∫sん 貌 君"S配cん 昭 α碗 薄 々観 覧0θCん 漉 α7η∫c砺,Learingthroughthegrape・

vine,Todayッ ¶2TemplegreatstatueofBuddha
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